
XX University

障害者就労の現状・課題
-ジョブコーチ・ネットワークの取組み-

ＮＰＯ法人東松山障害者就労支援センター 代表理事
ＮＰＯ法人ジョブコーチ・ネットワーク 副理事長

若尾勝己



01 トピックス 2

1 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは

2 今後の障害者雇用施策の充実強化について

3 ＮＰＯ法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み



0２-① 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 3

ハローワークから就職する精神障害者の占める割合は、H20年からR３年の１３年間で、21％から4８％へと増加し
ている。今後もこの傾向は続くことが予想される。
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【出典】厚生労働省 ハローワークの職業紹介状況等「平成２０年度」「令和３年度」より抜粋・作成



0２-② 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 4

ハローワークから就職する障害者の変化

【出典】厚生労働省 ハローワークの職業紹介状況等「平成１８年度」「令和３年度」より抜粋・作成

障害種別の割合の変化だけでなく、数の増加にも着目する必要がある。
知的障害は約１．７倍、精神障害は約７倍の増加。（ハローワークからの就職件数には「非開示」も含まれていること
や、「A型事業所」への就職も含まれていることに、留意する必要がある。）
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0２-③ 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 5

精神障害者保健福祉手帳交付者数の増加

平成１８年度の精神障害者の見なし雇用義務化以降、特に３５歳以上の年齢層は、どの年齢層においても増加傾
向。医療機関における就職に関する相談において、手帳取得を勧める医師や相談員が少なくない。

【出典】厚生労働省 衛生行政報告例より抜粋・作成
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0２-④ 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 6

就労支援施策の対象となる障害者数

障害者総数約９６５万人（身体４３６．０万人、知的１０９．４万人、精神４１９．３万人）中
１８歳～６４歳の在宅者数約３７７万人（身体１０１．３万人、知的５８．０万人、精神２１７．２万人）
※身体障害者数及び知的障害者数は、生活のしづらさなどに関する調査及び社会福祉施設等調査等による身体障害者手帳及び療育手帳の所持者数等を元に算出した推計値、精神
障害者は、患者調査を元に算出した推計値。このほか、就労支援施策については、難病患者等が対象になる。

①特別支援学校から一般企業への就職が約３０．７％ 就労系障害福祉サービスの利用が約３２．１％
②就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は、年々増加し、令和２年は約１．９万人が一般就労への移行を実現
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から一般就労への移行

１，２８８人／H15
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１０，９２０人／H26（ ８．５倍）
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１８，５９９人／ R２（１４．４倍）
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１３，１３９人／年
（うち就労系障害福祉サービス ７，０１６人）

７４９人／年

特別支援学校

卒業生２１，８４６人（R３年３月卒）

企業等

雇用者数 約５９．８万人
（R３年６月１日）
※４３．５人以上企業
※身体・知的・精神の手帳所持者

ハローワークからの紹介就職件数
８９，８４０件（A型１８，５６９件）
（R２年度）

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査等より抜粋・作成
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６，７０５人／年

障害福祉サービス

・就労移行支援事業 約３．５万人
・就労継続支援A型事業 約７．７万人
・就労継続支援B型事業 約２８．７万人

（令和３年３月時点）



0２-⑤ 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 7

一般就労への移行者数・移行率の推移（就労系障害福祉サービス事業種別）

〇就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、令和元年度では初めて２万人を超える数の障害
者が一般企業へ就職を実現した。
〇また、サービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合（移行率）を見ると、就労移行支援の移行率は５割を超え、徐々
に上昇しているものの、就労継続A型やB型では横ばいや低下傾向にある。
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【出典】厚生労働省 社会福祉施設等調査 より抜粋・作成



0２-⑥ 障害者の就労を取り巻く質的・量的課題とは 8

採用計画 求人募集 説明会 面接 採用

①採用目的の明確化、②人員ニーズは短期的or長期的、③採用する職種と人数、④求める人物像の明
確化、⑤必要なスキル、⑥年齢・性別・学歴、性格のタイプ、⑧勤務条件、⑨選考方法と評価基準⑩採用
までのスケジュールと採用コスト

アセスメント①

就労相談

アセスメント②

職業準備支援

職業紹介

マッチング

職場適応支援
（ジョブコーチ支援）

職場定着支援

相談支援事業所

ハローワーク ハローワーク

障害者職業センター 職業センター職場適応援助者（ジョブコーチ）

障害者就業・生活支援センター

就労定着支援事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援B型事業所

就労継続支援A型事業所

就職から６ヶ月経過後

職場適応援助者（ジョブコーチ）

相談支援事業所

ハローワーク

採用を急ぐ企業

レディネス不足の就職

ミスマッチの就職 支援プロセスのスキップ

後始末中心の就労支援

就労支援を望まない障害者

障害者雇用率代行ビジネス企業による雇用機会の創出



０３-① 今後の障害者雇用施策の充実強化について 9

第１２２回労働政策審議会障害者雇用分科会・意見書から

１．雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
障害者の活躍促進のため、事業主に対し、キャリア形成の支援を含め、適正な雇用管理をより一層積極的に
行うことを求める。

２．雇用施策と福祉施策の更なる連携強化
（１）アセスメントの強化
ハローワークは、障害者総合支援法の就労選択支援（仮称）（就労アセスメント（※１）の手法を活用した新た
な障害福祉サービス）を利用 した障害者に対し、その結果を参考に職業指導等を実施する。
（※１）就労系福祉サービスの利用意向のある障害者を対象とした、就労アセスメント（本人の就労能力や適性の客観的な評価を行うととも

に、
本人と協同して就労に関するニーズ、強みや職業上の課題を明らかにし、就労に当たって必要な支援や配慮を整理すること）を実施するもの

（２）障害者就労を支える人材の育成・確保等
①障害者の就労支援（就労系福祉サービスを含む）に従事する人材に対して、福祉分野と雇用分野（※２）の
知識・スキルを横断的に付与 する基礎的研修を実施するなど、専門人材の育成を強化する。
（※２）労働関係法規、企業に対する支援、雇用管理・定着支援等に関する知識・スキル

②地域障害者職業センターは、基礎的研修を実施するなど、これまで以上に障害者就労を支える人材の育成
に努め、地域の就労支援の基盤整備を図ることとするなど、地域の就労支援機関の役割分担を整理する。



０３-② 今後の障害者雇用施策の充実強化について 10

３．多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進
（１）障害者雇用率制度における週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者の扱い
①雇用義務の対象となっていない週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障
害者、精神障害者の就労機会 の拡大のため、これらの障害者を事業主が雇用した場合に、特例的な扱いと
して、実雇用率において算定できるようにする。
②当該措置により、週所定労働時間20時間以上の就業が困難な者に対する就業機会の拡大を直接的に図る
ことが可能となるため、 特例給付金（※３）は廃止する。
（※３）週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対して、その雇用障害者数に応じて、１人当たり月額７千円

（常用労働者100人以下の事業主にあっては月額５千円）を支給するもの。

（２）障害者雇用率制度における精神障害者の算定特例の延長
精神障害者の雇用促進のため、週所定労働時間20～30時間未満の精神障害者の算定特例を延長する。
※障害者雇用率制度における障害者の範囲等（障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者・難病患者の取扱い、就労継続支

援Ａ型の利用者の扱い、精神障害者に係る重度の扱い）は、引き続き検討。

第１２２回労働政策審議会障害者雇用分科会・意見書から



０３-③ 今後の障害者雇用施策の充実強化について 11

４．障害者雇用の質の向上の推進
障害者雇用納付金財政について、財政の安定的運営を図るとともに障害者雇用の質の向上を推進するため、
障害者の数で評価する障害 者雇用調整金等による支出増加を抑制し、その分を助成金に充て、企業が実施す
る職場定着等の取組を支援する。
（１）障害者雇用調整金、報奨金による対応
①調整金を受給している企業が一定の人数（10人）を超えて、調整金の対象となる障害者を雇用している場
合、当該超過人数分の調整 金について単価を引き下げる。（１人当たり月額２万７千円を半額）
②また、報奨金（※４）を受給している企業が一定の人数（35人）を超えて、報奨金の対象となる障害者を雇用
している場合、当該超過 人数分の報奨金について支給しないこととする。
（※４）納付金の納付義務のない常用労働者100人以下の事業主が、法定雇用率を超えて障害者を雇用しており、かつ、一定の要件を満た

す場合、障 害者雇用を奨励等することを目的に、その超過している雇用障害者数に応じて、１人当たり月額２万１千円を支給するもの。

（２）障害者雇用を推進する企業の取組に対する支援
①中小企業のノウハウ不足という課題に対処するため、障害者雇用に関するコンサルティングを行う民間事業
者から相談支援を受ける ことで障害者雇用を促進する企業に対して助成する。
②中高年齢者の障害者の雇用継続のために企業が実施する取組に対して助成する。
※常用労働者100人以下の企業に対する納付金の適用範囲拡大は、これらの企業における障害者雇用の進展等を踏まえ、引き続き検討。

第１２２回労働政策審議会障害者雇用分科会・意見書から



０３-④ 今後の障害者雇用施策の充実強化について 12

５．その他
（１）在宅就業障害者支援制度の活用促進
在宅就業障害者支援制度（※５）の更なる活用を促進するため、在宅就業支援団体の新規登録が促進され
るよう、登録要件の緩和 （団体登録に必要な在宅就業障害者の人数要件を10人から５人に引き下げる）等を
行う。
（※５）在宅就業障害者に仕事を発注する企業に対し、発注額に応じて特例的な調整金（発注額等／35万円×２万１千円）を支給するもの。

（２）有限責任事業組合の算定特例の全国展開
事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる算定特例については、現在、国
家戦略特区内において のみ有限責任事業組合（LLP）（※６）が対象として認められているが、これを全国にお
いても認める。
（※６）有限責任組合契約に関する法律により認められる事業体

（３）除外率の引下げによる障害者雇用の促進
平成14年の障害者雇用促進法改正で廃止されたものの、当分の間存置されている除外率について、一律に

10ポイント引き下げる。

第１２２回労働政策審議会障害者雇用分科会・意見書から



０４-① ＮＰＯ法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み 13

〇障害のある人が、能力を最大限に発揮し、普通の職場で働ける社会の実現を目指し、就労支援の情報発信、ネッ
トワーク作り、人材養成を行う団体です。

〇発達障害就労支援セミナー
発達障害の職業的課題への
アプローチ方法を学ぶ研修と
して開催予定
✓北海道札幌市
11月11日（金）
✓山口県下関市
11月19日（土）-２０日（日）
✓鹿児島県鹿児島市
11月26日（土）-27日（日）

法人のｗｅｂサイト上でジョブ
コーチや就労支援に関わる
様々な情報を発信
http://www.jc-net.jp/

NPO法人全国ジョブコーチ連
絡協議会を令和４年５月に設
立し、当法人も協力団体として
参画。
〇養成研修実施機関合同フォ
ローアップ研修
✓令和５年１月２０日（金）or
２１日（土）のいずれかで、
養成研修実施機関合同の養
成研修フォローアップ研修を
予定。
〇CEF（Conference of 
Employment Support）
✓令和５年3月１０日（金）・
１１日（土）の２日間、大妻女子
大学千代田キャンパスで開催
予定。

WEB

〇厚生労働省認定の「訪問
型・企業在籍型」職場適応援
助者養成研修」としてJC-
NETジョブコーチ養成セミナー
開催。
✓第６３期東京研修
✓第６４期新潟研修
✓第６５期大坂研修
✓第６６期東京・広島研修
✓第６７期東京・福岡・札幌・
福島研修
〇公務部門における支援者養
成研修を実施。
✓７月１１日（月）-１４日（木）
✓１月９日（月）-１２日（木）
座学+演習の３日間+１日実
習 東京都千代田区

普及・啓発 地方セミナー 養成研修

〇ジョブコーチ円卓会議
１２月２３日（金）
１３：３０－１６：３０
新潟市総合福祉会館

４つの事業

about:blank


140４-② ＮＰＯ法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み

１．障がいのある人が、通常の職場において、適切な雇用契約の下、持てる能力を十
分に発揮して、充実感や達成感を持って働き続けられるように支援する方法論及び
技術の総称である。

２．ジョブコーチと呼ばれる就労支援の専門職員が、障がいのある人が働く職場に一
定期間入り、就労継続に必要な支援を障がいのある人に直接提供すると共に、従業
員との密接な連携の下、業務内容、人的環境、物理的環境、雇用条件などの環境要
因に着目し、働きやすい職場環境の調整を行う。

３．徐々に職場における支援は漸減していくが、障がいのある人が働いている限り、
ジョブコーチ自身が、あるいは関係機関と連携してフォローアップを継続する。

ＮＰＯ法人ジョブコーチ・ネットワークが提唱するジョブコーチの定義



150４-③ NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み

ジョブコーチの養成（職場適応援助者養成研修）の概要

※厚生労働省／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより抜粋

〇従来、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のみでジョブコーチ研修を実施。

〇平成１８年度から民間においても大臣指定研修を開始。現在６機関が指定を受けて研修を実施。

１． 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の研修の概要
（１）対象者：職場適応援助者助成金を活用して活動する見込みのある者等
（２）回数：年１１回（４月、５月、６月、９月、１０月、１２月、翌２月） ※４月、６月、９月、１２月は千葉及び大阪の２か所で開催
（３）内容：以下①と②の双方を受講。４２時間（８日間）程度。
①集合研修（千葉又は大阪（ ４月、６月、９月、１２月のみ）：講義中心の集合研修。
②実技研修（各地域センター）：演習、ケーススタディ等中心の研修。
（４）費用：研修費用は無料。旅費は、受講者又は受講者が所属する法人･事業所が負担。

２．大臣指定機関の研修の概要
（１）対象者：職場適応援助者助成金を活用して活動する見込みのある者他、ジョブコーチ支援の知識・技術を習得したい就労支援の担当者
（２）回数：年１３回（６機関）
（３）内容：局長通達で定めるモデルカリキュラムに従って４２時間以上で自由に設定。6～7日間程度。
（４）費用：研修費用は５万円前後（※）。旅費は、１．（４）と同じ。※養成研修の修了後６か月以内に、助成金を活用して支援を実施した場合に、１／２の額を助成。
（５）開催場所（令和３年度）：
①３回開催／大阪・東京
②２回開催／兵庫（訪問型のみ）
③１回開催／北海道・静岡・愛知・滋賀・長崎
※学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専門学校並びに同法第１２４条に規定する専修学校が在学生を対象として実施する職場適応援助者
（ジョブコーチ）養成研修は上記の内容とカリキュラムが異なる。（現在１機関が実施）



160４-④ NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み

制度上のジョブコーチの活動者数
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

配置型ジョブコーチ（※1） 306 309 310 310 312 312 312 312 312 313 313

訪問型ジョブコーチ（※2） 744 777 784 744 759 730 549 720 548 568 514

企業在籍型ジョブコーチ（※2） 92 120 139 158 208 43 98 148 207 232 215

合計 1,142 1,206 1,233 1,212 1,279 1,085 959 1,180 1,067 1,113 1,042

※1 当該年度に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域センターに配置された人数。
※2 当該年度に障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）の受給資格認定により把握した人数（実際には活動をしなかった者も含む）

※厚生労働省／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより抜粋
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訪問型・企業在籍型ジョブコーチの養成数
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※厚生労働省／独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPより抜粋
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180４-⑥ NPO法人ジョブコーチ・ネットワークの取組み
今後の就労支援専門人材の養成の方向性
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【障害者就業・生活支援センター】

障害者就業・生活支援センター

主任就業支援担当者研修
業務遂行上必要な知識及び技術の習得

ステップ３
主任新任担当者

障害者職業
総合センター

障害者就業・生活支援センター

就業支援担当者研修
業務遂行上必要な知識及び技術の習得
※従前より専門的内容に再整理

ステップ１
新任担当者

障害者職業総合
センター

障害者就業・生活支援センター

就業支援スキル向上研修
職リハの実践に有効な知識及び技術
の習得

ステップ2
３年以上の実
務経験者

障害者職業総
合センター

【ジョブコーチ】

職場適応援助者上級研修
ジョブコーチや地域の就労支援人材へスーパーバイズする
ための技術の修得、地域における就労支援のコーディネー
ト力の向上

ステップ2
一定の実務経験のある方

障害者職業総合センター、
大阪センター

職場適応援助者養成研修
ジョブコーチ支援をする際に必要な知識・技術の修得
※従前より専門的内容に再整理

ステップ1
ジョブコーチを目指す方

総合センター・大阪センター、地域センター、民間の養成研修機関

*2 将来的に職場適応援助者の資格化を目指すことが
望ましいとの意見もあった。

就労定着支援員は報酬加算あり（※3）

就業支援スキル
向上研修

障害特性に応じた支援スキルの向上
発達障害／精神障害／高次脳機能
障害 コース

ステップ2
３年以上実務
経験のある方

障害者職業総合センター

就業支援
実践研修

アセスメント力と課題解決力の向上
発達障害／精神障害／高次脳機能
障害 コース

ステップ1
2年以上実務経験
のある方

全国１４エリアの
地域障害者職業センター

就業支援
課題別
セミナー

新たな課題や
ニーズに対応し
た知識・技術の
向上

雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）

障害者雇用・福祉の理念や倫理、雇用・福祉間の移行、企業の理解、就労支援全体の体系・プロセスの理解、就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキルの付与

ステップ0
初めて就労支援に携わる方

全国の地域障害者職業センター、一定の要件に基づく民間機関

*3 就業支援を担当する職員を対象としたこれらの階層研
修については、職場適応援助者の研修に統合し、シンプルな
構成にすることが望ましいとの意見もあった。

障害者職業
総合センター

基礎的研修の受講必須

就業支援担当者

要件なし

生活支援
担当者

養成研修受講には、基礎的研修の受講が要件＊1

訪問型ジョブコーチ 企業在籍型ジョブコーチ

・ 就労定着支援員や就労支援員は受講必須
・ それ以外の支援員は運用状況を踏まえ、将来的に受講必
須を検討

就労定着
支援員（※１）

就労支援員
（※2）

職業
指導員

生活
支援員

※１就労定着支援のみ配置、※２就労移行支援のみ配置

【就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業、就労移行支援事業、就労定
着支援事業】*5 就労支援を行う支援者の呼称を統一化して周知し、ブランディングを図るべきといった意見もあっ

た。
*6 相談支援専門員の研修について、就労に関する内容を盛り込むことが望ましいとの意見もあった。

※3 現行は、職場適応援助者養成研修における就労定着支援員及び就業支援基礎研修における就労支援員への報酬加算があるが、加算
のあり方については今後検討。

○平成30年度までは分野別でサービス管理者研修を実施。 （平成30
年度実績：就労支援分野 6,453人受講）
○平成31年4月から本体系に移行

サービス管理責任者実践研修

ステップ2
基礎研修修了後２年以上実務経験のある方

各都道府県等

サービス管理責任者基礎研修

ステップ１
1～6年以上実務経験のあ
る方

各都道府県等

実務要件を満たす日の２年
前から受講可能

サービス管理責任者更新研修

ステップ３
現に従事する方又は一定の実務経験のある方
（５年間毎に１回の受講が必要）

各都道府県等

サービス
管理責任
者専門
コース別
研修

基礎研終了
者を対象

各都道府
県等

研修受講と実務経験※が要件
（※３～8年の告示に示す実務の経験）

サービス管理責任者

*4 就労系障害福祉サービスに携わるサー
ビス管理責任者については、就労支援に係
る専門性向上の方法を検討

【就労支援担当者や人事担当者等】

・自治体等の就労支援機関
・医療機関 ・教育機関

・職業安定機関 ・能力開発機関
・企業

*1 企業の障害者雇用の担当者が企業在籍型ジョブコーチ養成研修を受講する際の要件としては、基礎的研修または障害者職業生活相談員資格
認定講習のいずれかを受講していること。

※図内の赤字部分が、今後、新規・拡充を検討する部分とな
る。


